
    
    

                                                    

        

 

                                            

 

 

☆ ☆ ☆ 今 月 の 税 務 メ モ ☆ ☆ ☆ 

 
１１１１．．．．１２月分源泉所得税の納付   納付期限・・・・・・１月１０日 

２．２．２．２．７～１２月分（特納分）の源泉所得税の納付                     納付期限・・・・・・１月２１日 

３３３３．．．．１１月決算法人の確定申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）   申告期限・・・・・・１月３１日    

４４４４．．．．５月決算法人の中間申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）  申告期限・・・・・・１月３１日 
５５５５．．．．２月・５月・８月決算法人の消費税中間申告   申告期限・・・・・・１月３１日 

発 行 東京都中央区日本橋堀留町１丁目２番１６号 

                  瀧田ビル５階 

    Tel 03-6410-6600 Fax 03-6410-6666 

ＵＲＬ http://www.hamahira.com 

編 集 税理士 浜平 純一 

取 材 溝口・片桐(新)・片桐(由)・谷井・山形 

毎月１日発行                      ２０１３年１月１日（火）第２７８号 

復興財源確保法の施行（法人税） 

平成２３年１２月に公布された復興財源確保法におい

て復興特別法人税制度が創設され、平成２４年４月１日か

ら施行され、平成２４年１月２５日には復興特別法人税に

関する政令及び省令が公布されています。 

前回は復興特別所得税について紹介したので、今回は復

興特別法人税についていくつか内容を説明します。 

 

復興特別法人税制度の概要復興特別法人税制度の概要復興特別法人税制度の概要復興特別法人税制度の概要    

この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法

人税の額に１０％の税率を乗じて計算した復興特別法人

税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされてい

るものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所

得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の

金額を納付することとされています。また、復興特別法人

税の額の計算上、控除しきれない復興特別所得税の額があ

る場合には、その還付を受けるための申告書を提出するこ

とができます。 

 

課税事業年度課税事業年度課税事業年度課税事業年度    

復興特別法人税の課税の対象となる事業年度（以下「課

税事業年度」といいます）は、新設法人や事業年度を変更

した場合など一定の場合を除き、法人の平成２４年４月１

日から平成２７年３月３１日までの期間内に最初に開始

する事業年度開始の日から同日以後３年を経過する日ま

での期間内の日に属する事業年度とされています。 

 

 

税額の計算税額の計算税額の計算税額の計算    

①復興特別法人税の額 

復興特別法人税の額は、次の算式により計算した金額と

なります。 

復興特別法人税の額＝課税標準法人税額×１０％復興特別法人税の額＝課税標準法人税額×１０％復興特別法人税の額＝課税標準法人税額×１０％復興特別法人税の額＝課税標準法人税額×１０％    

課税標準法人税額とは、基準法人税額のことをいいます。

ここで、基準法人税額とは、法人税の課税標準である各事

業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の計

算に関する法令の規定により計算した法人税の額をいい

ます。 

基準法人税額は、法人税申告書別表一（一）を使用する

法人の場合、次の算式により計算した金額となります。 

基準法人税額＝基準法人税額＝基準法人税額＝基準法人税額＝「「「「２」欄２」欄２」欄２」欄    －「３」欄－「３」欄－「３」欄－「３」欄    ＋「５」欄＋「５」欄＋「５」欄＋「５」欄    

※全て別表一※全て別表一※全て別表一※全て別表一((((一一一一))))を対象とするを対象とするを対象とするを対象とする    

②復興特別所得税の控除 

内国法人が各課税事業年度において課される復興特別

所得税の額は、公社債の利子、剰余金の配当等に係るもの

については元本の所有期間で按分し、これら以外のものに

ついては全額を控除対象とするなど法人税の額から控除

する所得税の額の取扱いに準じて、当該課税事業年度の復

興特別法人税の額から控除されます。 

したがって、復興特別所得税の額を法人税の額から控除

することはできません。 

なお、復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収されま

すので、控除を受けるべき金額の計算の基礎となる復興特

別所得税の額は、源泉徴収された「所得税及び復興特別所

得税の額」に１０２．１分の２．１を乗じて計算した金額

となります。 


